
一般財団法人 新庄愛郷会

新庄愛郷会館

和歌山県田辺市新庄町２０２２−３

      ホームページ：http://www.aigoukai.jp/

2023年
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約６，０００人が安心して安全に暮らせるまち。

このまちに住む人たちが、生活の糧にしているのは主に農林漁業であり、これからもこのまちはこの豊

かな自然を大切にしてゆかねばならない。

異業種との連携の必要性は言うまでもないが、この地域には特産品を育てる独特の優れた技術が多い。

これらを地域の未来の為に生かしてゆくこと、地域の「人」「モノ」「金」が停滞することなく動く潤

滑剤となる役割を担わねばならないのが新庄愛郷会である。

又、この地域は、津波・地震による被害が他地域にもまして甚大になることが想定されている。

地域のリーダとしての役割を担っている新庄愛郷会の役員・評議員は、このことを自覚し、津波・地震

に対する備えが施されるよう、この地域に住む人たちと共に主体的に取り組んでゆかねばならない。

新庄愛郷会は、２０１３年４月に一般財団法人に移行した。

「広く住民の教育文化及び住民生活の向上に取り組み、もって公益の増進に寄与する」という目的に

沿って、「元気に、安心して、長く住み続けられる」地域にする為の「まちづくり」の事業に取り組んで

いる。

2023年



組織

評議員：15人（任期4年）

理事：7人（任期2年）

監事：2人（任期4年）

議決機関

執行機関
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（定款）

第１６条 評議員会は、次の事項について決議する。
（１）評議員の選任及び解任並びに理事及び

監事（以下「役員」という）の選任及び解任
（２）理事及び監事の報酬等の額並びに評議員、

理事及び監事の報酬等の支給基準の変更
（３）事業計画書及び予算書の承認

（４）決算の承認
（５）定款の変更

（６）事業の全部又は一部の譲渡
（７）残余財産の帰属の決定

（８）その他評議員会で決議するものとして法令
又はこの定款で定められた事項

（定款）
第３２条 理事会は、次の職務を行う。

（１）この法人の業務執行の決定
（２）理事の職務の執行の監督

（３）会長、副会長及び専務理事の選任及び解職
（４）その他法令で定められた事項

第２６条 監事は、理事の職務の執行を監査し、
法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業
の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況
の調査をすることができる。 

評議員会

理事会

助成事業委員会

収益事業委員会

構成：5人/理事、9人/評議員

構成：4人/理事、9人/評議員

2023年

★評議員改選時は外部委員を交えた評議員
選任員会を設置、新評議員候補を選任し、
役員会及び評議員会において審議・承認する

★理事は評議員会において選任（投票）し、理事役職は役員会
からの提案を受けて評議員会において審議・承認する
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公益目的支出
（２０２3年度予算 ）

（事業に伴う費用の支弁）

第６条 この法人の事業遂行に要する費用は、資産および資産から生ずる果実、事業に伴う
収入をもって支弁する。

2023年



公益目的財産額
（2013年：一般財団法人移行申請時）

土地資産

金融資産

資産合計

（定款）
第４０条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公

益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年法律第４９号）第５
条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
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6.9億円

16.0億円

22.9億円

2023年



収支計画
（2013年：一般財団法人移行申請時）

収入 支出

管理費支出

公益事業支出賃貸料収入

利息他収入

18,915千円

19,554千円 11,513千円

26,994千円

-38千円

（定款）

第３９条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。
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など などなど

投 信

社 債

預 金

学 校

町内会館

公民館

賃貸（個人）

駐車場

介護施設

公益事業（学校教育・社会教育 など）への助成・寄付

金融産資土 地 資 産

無償 貸与 利 息 

（定款）

第３条 この法人は、和歌山県田辺市及び周辺市町村において教育文化及び住民生活
向上に関する事業を行い、もって公益の増進に寄与することを目的とする。

賃 貸 料 

避難広場

メガソーラ

公益事業支出
2023年
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新庄小学校校舎整備事業への寄付
（2017年3月竣工）

耐震化・木造在来工法
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新庄小学校の敷地面積

田辺市
約10,000㎡

新庄愛郷会
約4,000㎡

約14,000㎡
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校舎部
約1,500㎡

グランド・体育館
・プール部
約12,500㎡

校舎整備事業費（入札後）

約1,248,000千円

調査・設計 他
約62,000千円

解体・撤去・仮設
他 約249,000千円

建築工事 他
約937,000千円

新庄愛郷会
約300,000千円

田辺市
約646,700千円
（内一般財源
約79,000千円）

国・県 補助金
約301,300千円
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学 校 教 育
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学校教育環境整備
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2023年

GIGAスクール対応機器（電子黒板）

探 検 の 森

学 校 教 育

新庄第二小学校

新庄小学校

新庄第二小学校



学習記録・記念誌などの発行助成
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2023年
学 校 ・ 社 会 教 育



天 然 記 念 物 学 習 啓 発 

神島
学習風景

学 校 ・ 社 会 教 育
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神島
鳥居・祠 改修 2015年

2023年



廃止廃止

「避難施設併設消防屯所」
・田辺市への事業費の一部寄付

      ・田辺市への土地無償貸与
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完成：2022年4月

敷地面積：約677㎡

建物面積（木造2階建）
：約290㎡

消防車×3台、
避難時収容人員×100名

和歌山県田辺市
新庄町350-2～6

2023年

場 所

新庄消防団消防屯所と内之

浦消防車庫を一体化し、避

難施設併設消防屯所として

橋谷避難広場横に新たに建

された。

橋谷避難広場

地 域 環 境 整 備



廃止廃止

た め 池 廃止
（旧中山池）

地 域 環 境 整 備
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廃 止 前

廃 止 後

Ⅰ期（2018年廃止） Ⅱ期（2019年～嵩上）

和歌山県田辺市
新庄町2277-1
（3,638㎡）

2023年

場 所



廃止廃止

無 縁 墓 地 廃 止
   （旧出井原共同墓地）
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廃止前

公告掲示 廃止承認

和歌山県田辺市
新庄町2281
（638㎡）

2023年

場 所

公 告 →  廃 止（2020年）

地 域 環 境 整 備



環境保護看板設置  
鳥の巣半島・６箇所
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2023年4月
消防屯所の橋谷避難広場への移転
（コンクリート舗装部）

和歌山県田辺市
新庄町鳥の巣

2023年

地 域 環 境 整 備

町内会館駐車場整備  

名喜里町内会館 内之浦町内会館


